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論文審査の結果の要旨 

 荀夢氏（申請者）の論文は、中国における解雇時の経済補償金制度について論じるものである。 

 中国は社会主義計画経済から市場経済に転換し、目覚ましい経済発展を遂げる一方、かつての社会主義計画経済時

代には存在しないとされた失業が顕在化した。労働法や労働契約法により、解雇規制の厳格化が図られたが、失業状

況は好転していない。その対処策として、解雇規制をさらに厳格化することが考えられるが、申請者はそのアプロー

チをとらない。申請者は、不当解雇は抑制すべきであるが、合理的な解雇は認めるべきであり、その際、被解雇者の

生活を適切な水準で保障するのが望ましいとの考えに立ち、失業保険制度の整備が健全な労働市場の形成に向けて必

要であると主張する。もっとも、中国の失業保険の給付水準は低く、財政基盤も脆弱であり、日本のような失業保険

制度を早期に実現することは困難であると、申請者は考える。そこで申請者は、失業保険を補完する制度として活用

されている経済補償金制度（および賠償金制度）を改善することによって、解雇時の保障が適切に図られると考える。 

 第１章「中国の解雇に関する法規制」では、解雇禁止原則、法定解雇事由、手続き規制、経済補償金を内容とする、

中国の解雇に関する法規制や不当解雇の効果を、日本との相違点を確認しながら、概説する。 

 第２章「中国の経済補償金制度」では、日本には類似する仕組みが無い、中国の経済補償金制度について、具体的

な規定を参照しつつ、その内容を述べる。経済補償金の特徴として、申請人は法定性、一方性、限界性を指摘するが、

これは申請人独自の指摘である。そのうえで、経済補償金制度の内容がすべて法律で規定されていないことは立法論

として問題であることや、法定の経済補償金の算定方法によると、高年齢労働者や収入が高い労働者には不利になる

ことを、問題点として指摘する。さらに、経済補償金制度と失業保険制度との関係について検討を行う。 

 第３章「不当解雇時の賠償金制度」では、日本に類似する仕組みが無い、賠償金制度について説明し、賠償金の位

置づけ（性格）に関する学説の議論を踏まえ、賠償金制度は、労働者の実際の損害を賠償することでなく、使用者の

違法行為を罰することにある、と自らの見解を述べ、具体的な計算方法を提案する。 

 第４章「日本の退職金制度と中国の経済補償金制度の比較」では、日本における、退職手当制度を法制化した1930

年代の議論と戦後の中小企業退職金共済制度を取り上げ、中国の経済補償金制度の見直しに示唆を得る。 

 日本で、解雇時の金銭救済制度は現在、労働紛争解決システム等のあり方の議論として行われている。第５章「経

済補償金を請求する労働紛争の仲裁解決」は、解雇をめぐる労働紛争解決システムとして、労働仲裁を論述する。 

 本論文は、日本語の論文としては理論的検討がやや淡白であると思われるものの、日本のように理論研究が活発と

はいえない中国労働法学の数少ない学説や理論を踏まえて検討を行っていることや、申請者の問題関心が理論的解決

よりも実務的解決を強く志向したものであることからすると、本論文の価値を損なわせるものではない。退職にかか

るさまざまな給付を整合的に理解しようという試みは、日本でもほとんど行われておらず、このような横断的な考察

は貴重である。加えて、経済補償金制度や賠償金制度につき、積極的に独自の改善提案を示したことは高く評価でき

る。 

 以上に加え、最終試験の結果から見ても、本論文は、博士（法学）の学位を授与するのが適切であるとの結論に至

った。なお、iThenticateを用いて、本論文に剽窃の無いことを確認した。 


